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損
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課
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四

条

例

　

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
七
号

　
　
　

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
、
監
査
委
員
又
は
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
「
又
は
監
査
委
員
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
収
用
委
員
会
の
委
員
」
の
下
に
「
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
在
任
す
る
も
の
と
さ
れ
た
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
県
に
対
す
る
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�

　

東
日
本
大
震
災
復
興
交
付
金
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
八
号

　
　
　

東
日
本
大
震
災
復
興
交
付
金
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
日
本
大
震
災
復
興
交
付
金
基
金
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
」
を
「
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

�

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号

　
　
　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
五
項
中
「（
同
年
度
の
入
学
、
転
入
学
、
編
入
学
、
復
校
又
は
転
籍
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
八
条
中
「
令
和
三
年
四
月
三
十
日
」
を
「
令
和
八
年
四
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
一
条
第
五
項
中
「
第
百
九
条
の
六
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
百
九
条
の
十
五
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
第

百
九
条
の
八
」
を
「
第
百
九
条
の
十
七
」
に
、「
第
百
九
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
の
十
五
第
一
項
」
に
、「
同

条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
、「
第
四
十
六
条
第
十
七
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
第

二
項
第
三
号
」
に
、「
第
二
条
第
十
二
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
改
正
規
定　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律

第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日

　

二�　

附
則
第
十
一
条
第
六
項
の
改
正
規
定　

中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の

承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日

�

　

被
災
関
連
市
町
村
か
ら
特
定
の
交
換
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
場
合
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
一
号

　
　
　

�

被
災
関
連
市
町
村
か
ら
特
定
の
交
換
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
場
合
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

被
災
関
連
市
町
村
か
ら
特
定
の
交
換
に
よ
り
土
地
を
取
得
し
た
場
合
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二

十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、「
集
団
移
転
促
進
事
業
（
」

の
下
に
「
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（「
平
成
三
十
三
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
二
号

　
　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
基
金
条
例

　

（
設
置
）

第�

一
条　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三

十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。）
の
ま
ん
延
の
影
響
を

受
け
て
い
る
地
域
経
済
及
び
県
民
生
活
の
支
援
を
通
じ
た
地
方
創
生
の
推
進
を
図
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地

方
創
生
臨
時
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

　

（
積
立
て
）

第
二
条　

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
予
算
で
定
め
る
額
の
範
囲
内
の
額
と
す
る
。

　

（
管
理
）

第�
三
条　

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
確
実
な
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
の
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に
よ
り
保
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
運
用
収
益
の
処
理
）

第�

四
条　

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す

る
。

　

（
処
分
）

第�

五
条　

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
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て
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
繰
替
運
用
）

第�
六
条　

知
事
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、

基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
任
）

第
七
条　

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
）

２　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

�

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号

　
　
　

�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
七
年

宮
城
県
条
例
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

県
の
執
行
機
関

事

務

一　

知
事

１�　

私
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

２�　

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

３�　

私
立
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

４�　

私
立
中
学
校
等
修
学
支
援
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に

　

規
則
で
定
め
る
も
の

５�　

特
定
疾
患
に
係
る
医
療
費
用
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

６�　

不
妊
治
療
費
用
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規

則
で
定
め
る
も
の

７�　

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
係
る
医
療
費
用
の
交
付

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

８�　

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で

定
め
る
も
の

二　

教
育
委
員
会

１�　

特
別
支
援
学
校
等
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁

に
関
す
る
事
務
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
も
の

を
除
く
。）
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

２�　

公
立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

３�　

公
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

４�　

公
立
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
公

立
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
四
号

　
　
　

地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日



号外第38号　令和２年10月29日　木曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
五
号

　
　
　

�
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県

条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
九
の
項
中
「
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
九
項
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
三
項
」
に
、「
同
条
第

九
項
の
」
を
「
第
十
三
項
の
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
中
「
第
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、

同
表
十
一
の
項
中
「
第
十
四
条
第
九
項
」
を
「
第
十
四
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
六
号

　
　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
項
中
「
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
」
を
「
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
症
」
に
改
め
る
。

　

（
家
畜
検
査
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

家
畜
検
査
手
数
料
条
例
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
」
を
「
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
」
に
改
め
、
同
項
第
六

号
中
「
牛
白
血
病
」
を
「
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
六
十
七
号

　
　
　

県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

石
巻
南
浜
津
波
復
興
祈
念
公
園

　

第
五
条
の
二
中
「
及
び
加
瀬
沼
公
園
」
を
「
、
加
瀬
沼
公
園
及
び
石
巻
南
浜
津
波
復
興
祈
念
公
園
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

石
巻
南
浜
津
波

復
興
祈
念
公
園

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
四
月
一
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
あ
つ
て

は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
）

　

別
表
第
十
一
第
二
号
の
表
中
「
国
民
体
育
大
会
」
を
「
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
一
第
二
号
の
表
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。


